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２００９年１２月１５日 

 

日本共産党 

尾村利成 

知事提出議案知事提出議案知事提出議案知事提出議案、、、、請願請願請願請願、、、、議員提出議案議員提出議案議員提出議案議員提出議案にににに対対対対するするするする討論討論討論討論     
 日本共産党の尾村利成でございます。 

 予算案１件、条例案３件、一般事件案１２件、請願２件について委員長報告

に反対する討論を行います。 

 また、議員提出議案１件について委員長報告に賛成する討論を行います。 

 

第第第第１４６１４６１４６１４６号議案号議案号議案号議案「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度島根県一般会計補正予算年度島根県一般会計補正予算年度島根県一般会計補正予算年度島根県一般会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号）」）」）」）」    

第第第第１６６１６６１６６１６６号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立美術館県立美術館県立美術館県立美術館）」）」）」）」    

第第第第１６９１６９１６９１６９号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立東部総合福祉県立東部総合福祉県立東部総合福祉県立東部総合福祉セセセセ

ンターンターンターンター）」）」）」）」    

第第第第１７０１７０１７０１７０号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立西部総合福祉県立西部総合福祉県立西部総合福祉県立西部総合福祉セセセセ

ンターンターンターンター）」）」）」）」    

第第第第１７１１７１１７１１７１号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立県立県立県立はつらつはつらつはつらつはつらつ体育館体育館体育館体育館）」）」）」）」    

第第第第１７５１７５１７５１７５号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立浜山公園県立浜山公園県立浜山公園県立浜山公園））））」」」」    

第第第第１７６１７６１７６１７６号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立石見海浜公園県立石見海浜公園県立石見海浜公園県立石見海浜公園））））」」」」    

第第第第１７７１７７１７７１７７号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立万葉公園県立万葉公園県立万葉公園県立万葉公園））））」」」」    

第第第第１７９１７９１７９１７９号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立青少年県立青少年県立青少年県立青少年のののの家家家家））））」」」」    

第第第第１８１１８１１８１１８１号議案号議案号議案号議案「「「「公公公公のののの施設施設施設施設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて（（（（県立古墳県立古墳県立古墳県立古墳のののの丘古曽志丘古曽志丘古曽志丘古曽志

公園公園公園公園））））」」」」    

    

 まず、第１４６号議案「平成２１年度島根県一般会計補正予算」であります。 

本補正予算は、新規就農者確保のための特別支援、中小企業の雇用創出の特

別支援、県内専修学校への就学特別支援など、来春の新卒者の就職に対する特

別支援等の雇用対策が措置されており、これらの対策は評価するものでありま

す。 

しかし、本補正予算には、公の施設の指定管理料などに係る債務負担行為の

設定が措置されており、この点において賛同できません。 

公の施設の指定管理者の決定に当たって、第１６６号議案ならびに第１６９

号議案、第１７０号議案、第１７１号議案、第１７６号議案、第１７７号議案、

第１７９号議案、第１８１号議案は、公の施設に民間会社を指定管理者として
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決定するものであり反対であります。 

指定管理者制度がスタートして６年が経過し、全国的に制度欠陥が明らかと

なっています。制度の導入によって、施設の公共性、継続性、安定性、専門性

が損なわれたり、管理者が経営破たんして途中で投げ出すなど、深刻な問題も

発生しています。 

昨年の第１６９回国会では、衆参両院の文教科学委員会が「指定管理者制度

の導入による弊害についても十分配慮して、適切な管理運営体制の構築を目指

すこと」という付帯決議をあげました。また、総務省は昨年６月の事務次官通

知で「指定管理者制度の運用に当たってはそのあり方について、検証および見

直しを行われたい」としたことからも、指定管理者制度が未成熟な制度である

ことは明白であります。 

公の施設は、地方自治法第２４４条に規定されるように住民の福祉を増進す

る目的を持って、その利用に供するための施設でなければなりません。公の施

設を公共性を持たず、営利を目的とする民間会社に任せ、代行させて、果たし

て自治体の責任が果たせるのか危惧されます。よって、これら議案には反対で

あります。 

 また、第１７５号議案の「公の施設の指定管理者の指定について」は、ＮＰ

Ｏ法人出雲スポーツ振興２１を指定管理者として決定するものであります。 

 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１においては、平成１８年度から就業規則を

改正して職員はすべて一年間の期限付き契約職員とするなどの不利益変更がな

されました。その際、賃金もカットされるなど不安定な雇用条件となり、退職

や不当解雇、雇い止めが続出する職場実態となっております。公共サービスを

維持・向上するためにも指定管理者における安定雇用制度は不可欠であります。

県として、不公正運営に当たって、機敏に実地調査や必要な指示を行うべきで

あることを強調するものです。よって、第１７５号議案には反対であります。 

    

    

第第第第１５７１５７１５７１５７号議案号議案号議案号議案「「「「島根県水島根県水島根県水島根県水とととと緑緑緑緑のののの森森森森づくりづくりづくりづくり税条例税条例税条例税条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例」」」」    

 

次に、第１５７号議案「島根県水と緑の森づくり税条例の一部を改正する条

例」についてです。 

 水源かん養、森林保全の推進は当然の事であります。しかし、水と緑の森づ

くり税の課税方式は、県民税均等割の超過課税であります。この税率は、個人

に対し、均等割一律課税であり、税制面を考慮すれば、所得の低い人ほどその

税負担割合が重くなる不公平な税であります。よって、本議案には反対であり

ます。 
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第第第第１６０１６０１６０１６０号議案号議案号議案号議案「「「「島根県立島根県立島根県立島根県立ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの森条例森条例森条例森条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例」」」」    

第第第第１６１１６１１６１１６１号議案号議案号議案号議案「「「「島根県立三瓶自然館及島根県立三瓶自然館及島根県立三瓶自然館及島根県立三瓶自然館及びそのびそのびそのびその附属施設附属施設附属施設附属施設のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関すすすす

るるるる条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例」」」」    

第第第第１８７１８７１８７１８７号議案号議案号議案号議案「「「「財産財産財産財産のののの処分処分処分処分についてについてについてについて    北北北北のののの原野営場原野営場原野営場原野営場」」」」    

第第第第１８８１８８１８８１８８号議案号議案号議案号議案「「「「財産財産財産財産のののの処分処分処分処分についてについてについてについて    県民県民県民県民のののの森森森森のののの一部一部一部一部」」」」    

    

次に、第１６０号議案「島根県立ふるさとの森条例の一部を改正する条例」、

第１６１号議案「島根県立三瓶自然館及びその附属施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例」、第１８７号議案「財産の処分について 北の原

野営場」、第１８８号議案「財産の処分について 県民の森の一部」についてで

あります。 

これらの議案は、県民の森の一部を飯南町に譲渡するもの、北の原野営場を

大田市に譲渡するものであります。これらの譲渡は、改革推進会議行政改革専

門小委員会による公の施設の見直しに係る提言によるものであります。提言で

は、市町村設置施設と一体的に利用されている施設は、市町村への譲渡等を含

め、一元的な管理を検討すべきとされました。 

県民の森や北の原野営場の譲渡は、飯南町や大田市から要請があったもので

はなく、この県の公の施設の見直し提言に基づくものであります。事実、これ

らの物件活用について、飯南町も大田市もこれから活用の青写真、計画を立て

ることとなっているではありませんか。本来、譲渡に当たっては、その譲渡物

件の活用方針を住民と協議し、有効な活用方針を立案し、議会にも諮った上で

契約を締結すべきであります。活用計画未策定での譲渡では、県が不採算な公

の施設を押し付けたと言われても仕方がないではありませんか。 

 よって、これらの議案には反対であります。 

    

    

第第第第１８９１８９１８９１８９号議案号議案号議案号議案「「「「契約契約契約契約のののの締結締結締結締結にににについてついてついてついて    国道国道国道国道４８５４８５４８５４８５号号号号（（（（松江第五大橋道路松江第五大橋道路松江第五大橋道路松江第五大橋道路））））改改改改

築築築築（（（（改良改良改良改良））））工事工事工事工事    東津田工区東津田第東津田工区東津田第東津田工区東津田第東津田工区東津田第４４４４高架橋上部工高架橋上部工高架橋上部工高架橋上部工」」」」    

 

次に、第１８９号議案「契約の締結について 国道４８５号（松江第五大橋

道路）改築（改良）工事 東津田工区東津田第４高架橋上部工」についてであ

ります。 

国道４８５号松江第五大橋道路は、地域高規格道路境港出雲道路の１区間と

して、宍道湖、中海都市圏の形成を図ること、松江市街の外環状道路を形成す
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ること、ソフトビジネスパークなどの工業、商業拠点を結ぶこととされており

ます。 

 今日の厳しい財政状況、今後の人口動態、環境問題、外環状道路形成や工業、

商業拠点を結ぶ必要性や実効性の有無など総合的に勘案した際、その事業実施

に当たって疑義が残ります。よって、本契約締結には反対であります。 

 

 

請願第請願第請願第請願第４６４６４６４６号号号号「『「『「『「『子子子子どものどものどものどもの権利条約権利条約権利条約権利条約』』』』のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にそいにそいにそいにそい、、、、私学助成制度私学助成制度私学助成制度私学助成制度のののの堅持堅持堅持堅持とととと私学私学私学私学

助成費助成費助成費助成費のののの増額増額増額増額などをなどをなどをなどを求求求求めるめるめるめる請願請願請願請願ついてついてついてついて」」」」    

 

 次に、請願第４６号「『子どもの権利条約』の趣旨にそい、私学助成制度の堅

持と私学助成費の増額などを求める請願ついて」であります。 

 本請願は、私立学校への運営補助金を、少なくとも公立学校教育費の２分の

１を実現するよう大幅増額を求めるものであります。 

 平成２０年度、島根県内において、私立高校は９校あり、現在約４，０００

人の生徒が在籍しています。その中で、１割を超す４６３人が授業料の減免を

受けています。 

 平成１９年度、中途退学率が３．０８％であったものが、平成２０年度には

３．９８％へと増加しており、その理由も経済的理由によるものが増加してい

ます。 

 島根県における高校生一人当たりの補助単価は、２００３年度（平成１５年）

は、全国７位の３３万５，７２９円でありましたが、本年２００９年度は、３

０万５３７円と大幅減額となっており、全国順位では４３位まで落ちています。 

一人当たり単価１位である鳥取県は、本年度４８万９，５１８円であり、本

県と比べて一人当たり補助単価が約１９万円もの開きとなっています。 

 これを公費支出の公私間比較で見てみると、島根は生徒一人当たり公立高校

を１とした場合、私立高校は僅か０．２５でしかなく、全国ワースト１という

状況であります。全国１位の鳥取は、公立高校を１とした場合、私立高校は０．

５７という数値であります。 

 島根県において、私立学校教育の重要性をしっかり認識し、教育費における

公費支出や保護者負担の公私間格差が依然として著しい状況に鑑み、私学助成

制度の充実強化を図るべきであります。 

 よって、本請願は不採択ではなく、採択すべきであります。 

 

 

請願第請願第請願第請願第５０５０５０５０号号号号「「「「永住外国人永住外国人永住外国人永住外国人へのへのへのへの地方参政権付与地方参政権付与地方参政権付与地方参政権付与のののの法制化法制化法制化法制化にににに反対反対反対反対するするするする意見書提出意見書提出意見書提出意見書提出
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をををを求求求求めるめるめるめる請願書請願書請願書請願書」」」」    

 

 次に、請願第５０号「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意

見書提出を求める請願書」についてです。 

 永住外国人に地方政治への参政権を認めることは、世界の流れになっていま

す。 

 ヨーロッパでは、すべての定住外国人に地方参政権を認める国、特定の外国

人に地方参政権を認める国の違いはあるものの、ほとんどの国が地方参政権を

認めています。 

 １９９５年２月２８日の最高裁判決は、憲法の規定する地方自治は「住民の

日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、

その区域の地方公共団体が処理するという」政治形態を憲法上の制度として保

障しようとする趣旨だと言い、永住外国人に対し、「法律をもって地方公共団体

の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法

上禁止されているものではない」と述べています。 

 地方自治体の運営は、本来、すべての住民の参加によって進めるのが憲法の

保障する地方自治の根本精神です。永住外国人を地方自治の担い手として迎え、

日本国民と等しく参加する政治を実現することは、わが国の民主主義の成熟と

発展に繋がるものであります。 

よって、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する本請願の不採択

を主張します。 

 

 

議員提出第議員提出第議員提出第議員提出第１２１２１２１２号議案号議案号議案号議案「「「「国国国国としてとしてとしてとして直接地方直接地方直接地方直接地方のののの声声声声をををを聞聞聞聞くくくく仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを保障保障保障保障することをすることをすることをすることを

求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書」」」」    

 

最後に、議員提出第１２号議案「国として直接地方の声を聞く仕組みを保障

することを求める意見書」についてであります。 

 私はこの意見書に対し、賛同するものであります。民主党の陳情窓口一元化

論は、行政への窓口を閉ざすことであり、民主主義の原則に反するものであり

ます。また、憲法で保障する国民の請願権を侵害するものであります。 

 憲法１６条に保障された請願権は、すべての国民、県民に由来するものであ

り、この権利は、国民、県民誰でも等しく保障されているものであります。 

 ましてや、選挙で選ばれた地域住民の代表である地方自治体の長が、政府に

直接要望し、意見を交換する権利は、たとえ政権党と言えども、絶対に侵すこ

とはできないものであります。 
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 地方自治体は、地方議会のチェックを受けながら、地方自治法に基づいて組

織・運営されています。この国と地方の間に、政党が関与し支配する仕組みは、

憲法のいかなる条文にも、またいかなる法律にも書かれておりません。その点

からも民主党の陳情窓口一元化論は、憲法の大原則にかかわる逸脱・侵害であ

ります。 

先の９月議会で、私は民主党政権に対し、国民の利益にとって良いことには

協力し、悪いことには反対し、問題点は正すという立場を表明しました。そし

て、民主県民クラブのみなさんに対して、国政において間違った動きが出た時、

県民の暮らしや民主主義を守る立場で悪政の防波堤となり、中央の民主党政権

にモノを言うべきだと提案しました。 

今回の陳情一元化論は、民主党政権の民主主義に逆行する問題点の一つであ

ります。政治の反動的逆行を許さないために力を合わせる時であります。 

以上で、討論を終わります。 


